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成年後見制度利用促進基本計画に係るＫＰＩ （令和元年5月30日）と進捗状況（令和２年度末時点）
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工程表における記載

ＫＰＩ（令和3年度末の目標）

達成に向けた主な対応状況
項 目

数値等
の目標

現状値
※1 R2.10.1時点
※2 R2年度末時点

Ⅰ 制度の周知
○ 中核機関（権利擁護センター等を含む）においてパンフレット等に
よる成年後見制度や相談窓口の周知を行っている市区町村数
（参考値）・成年後見制度利用者数（保佐・補助・任意後見割合を含む）

全1741
市区町村

642市区町村
（36.8%）※1

○ 中核機関等が制度説明に活用できるパンフレットや動画の
作成、これらを掲載するポータルサイトの開設（R3.2～）

Ⅱ 市町村計画の策定 ○ 市町村計画を策定した市区町村数
全1741
市区町村

285市区町村
（16.4%）※1

○ 自治体・中核機関等向け国研修の開催（H30 ～）
○ 実践等を紹介する市町村セミナー開催（H30 ～）
○ 市町村計画策定の手引き作成（H30 ）

Ⅲ 利用者がメリットを実感
できる制度の運用

○ 後見人等による意思決定支援の在り方についての指針の策定 - - ○ ガイドラインを公表（R2.10）

○ 後見人等向けの意思決定支援研修が実施される都道府県の数
全47

都道府県
15都道府県※2 ○ 令和２年度は15都道府県で実施

○ 令和３年度は32都道府県で開催予定

○ 2025年度末までに認知症関連の各種養成研修への意思決定支援
に関するプログラム導入 - -

○ 医療・介護従事者向けの認知症対応力向上研修用の意思
決定支援のプログラムを策定（H31）
○ これを受け、研修カリキュラムを見直し（R2）

○ 厚生労働科学研究「障害者の意思決定支援の効果に関する研
究」の研究成果として「障害福祉サービス等の提供に係る意思決
定支援ガイドライン」の活用・理解促進のための研修カリキュラム
の策定

- -
○ 研修カリキュラムを検討し（H29）、30年度に研修カリキュラ
ムを策定（H30）
○ これを踏まえ、相談支援従事者研修等において研修を実
施（R2～）

Ⅳ 地域連携ネットワーク
づくり

○ 中核機関（権利擁護センター等を含む）を整備した市区町村数
全1741
市区町村

678市区町村
（38.9%）※1 ○ 体制整備の手引き（H29）、実務の手引き（H30）、中核機

関の立ち上げ・先駆的取組事例集（R1）の作成

○ 市町村・都道府県等に最新の動向を周知するニュースレ
ターの発行（H30 ～）

○ 自治体・中核機関等向け国研修の開催（再掲）

○ Ｋねっと創設（自治体・中核機関等からの相談を受ける窓
口を全社協に開設）（R2.10～）

○ 実践等を紹介する市町村セミナー開催（再掲）

○ 中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人候補者を
推薦する取組を行っている市区町村数

800
市区町村

331市区町村
（41.4%）※1

○ 中核機関（権利擁護センター等を含む）において後見人支援の取
組（専門職の雇い上げ等により相談や手続支援を実施）を行って
いる市区町村数

200
市区町村

112市区町村
（56.0%）※1

○ 協議会等の合議体を設置した市区町村数
全1741
市区町村

304市区町村
（17.5%）※1

○ 国研修を受講した中核機関職員や市区町村職員等の数 3500人 3,222人※2 ○ 令和元年度は1,179人が受講
○ 令和２年度は2,043人が受講

Ⅴ 不正防止の徹底と利用
しやすさの調和

○ 全預金取扱金融機関（※）の個人預金残高に占める後見制度支
援預金又は後見制度支援信託を導入済とする金融機関の個人
預金残高の割合

※ネットバンク等の店舗窓口において現金を取り扱っていない金融機関及び
業域・職域信用組合に係る個人預金残高は除く。

50％以上 約56％
※R2.3時点

○ 定期的な送金サービスの導入が困難な場合でも支援預
貯金として位置付ける旨の報告書を取りまとめ（R2.11）
○ 保佐・補助類型における支援預貯金の仕組みについて検
討中

Ⅵ 成年被後見人等の医
療・介護等に係る意思決
定が困難な人への支援等
の検討

○ 医療に係る意思決定が困難な人への円滑な医療・介護等の提供 - -

○ 令和元年５月に策定したガイドラインの活用状況等の調
査を実施（R2）
○ 都道府県担当者会議において、ガイドラインを周知（R3.3）
○ 令和２年度調査を踏まえ、より活用してもらうための事例
集（予定）の作成（R3）

Ⅶ 成年被後見人等の権
利制限の措置の見直し ○ 成年後見等の権利制限に係る法制上の措置の見直し

措置のある
法律 190

改正済
○ 190の法律を改正（R1まで）
○ 関係法令が全て施行されたことに併せ、事務連絡の発出
（R3.3）



「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に係る取組について

・障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業
者や指定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。
・意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手
を含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とする。

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の趣旨

これまでの取組

平成28年度 （29年３月）「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」策定

平成29年度
～平成30年度

厚生労働科学研究において「「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の理解、活用に
関する研修カリキュラムを開発

令和２年度 ・厚生労働科学研究において開発した意思決定支援研修に関する研修カリキュラムを令和２年度から、都道府
県が実施する相談支援従事者研修、サービス管理責任者等研修のメニューとして追加
令和２年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修において上記科目を都道府県で
実施するための指導者養成のためのプログラムを実施し、令和３年度においても実施予定
・障害者総合福祉推進事業において「障害者支援施設における地域移行の実態調査及び意志決定支援の取
り組みのための調査研究」を実施
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①本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うこと。
② 職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように
努める姿勢が求められる。

③本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明
確にしながら意思及び選好を推定する。

意思決定支援の基本原則



「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」に係る取組について

認知症の人に関わる人において行われる意思決定支援の基本的考え方（理念）や姿勢、方法、配慮すべき事柄等を整理して
示し、これにより、 認知症の人が、自らの意思に基づいた日常生活・社会生活を送れることを目指すもの。

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の趣旨

これまでの取組

平成30年度 （６月）「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」策定

ガイドラインを利用した研修プログラムの策定及び研修に利用するＤＶＤの作成等
（「認知症の人の意思決定支援のあり方に関する研究事業」平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）実施
主体：学校法人梅村学園 中京大学）

令和元年度 （６月）「認知症施策推進大綱」がとりまとめられ、「医療・介護従事者等の専門職向け認知症対応力向上研修
等において、ガイドラインの内容を盛り込み普及する」旨が記載された。

平成30年度に作成された研修プログラムについて支援事例等の追加、また研修講師予定者や行政担当者に
対する情報提供・講義用の講習（講師講習会）等を実施
（「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及および研修のあり方に関する調査研究事業」令和元年度老
人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） ）実施主体：合同会社HAM人・社会研究所）

令和２年度 各種研修において導入する意思決定支援に関する研修のプログラム（組込型研修プログラム）の改定（※）や、
組込型研修プログラムの導入の一環として、医療・介護従事者向けの認知症対応力向上研修の研修カリキュ
ラムの見直しを実施。
（※）「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドラインの普及や活用実態および事前の意思表明のあり方に関する調

査研究事業」令和２年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 実施主体：合同会社HAM人・社会研究所
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認知症の人が、意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳をもって暮らしていくことの重要性について認識することが必要。
本人の示した意思は、それが他者を害する場合や本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる場合でない限り尊重される。
また、意思決定支援にあたっては、身近な信頼できる関係者等がチームとなって必要な支援を行う体制（意思決定支援チーム）が必要である。

意思決定支援の基本原則



建議事項２

厚生労働省は、高齢者が安心して病院・福祉施設等に
入院・入所することができるよう、以下の取組を行うこ
と。

（１）病院・介護保険施設が身元保証人等のいないこと
のみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うこ
とのないよう措置を講ずること。

（２）病院・福祉施設等が身元保証人等に求める役割等
の実態を把握すること。その上で、求められる役割の必
要性、その役割に対応することが可能な既存の制度及び
サービスについて、必要に応じ、病院・福祉施設等及び
都道府県等に示すこと。求められる役割に対応する既存
の制度やサービスがない場合には、必要な対応策を検討
すること。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援
に関するガイドラインについて

 背景

○「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題に
ついての建議」（平成29年１月消費者委員会）

２成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
（２）今後の施策の目標等

②今後取り組むべきその他の重要施策
ア）成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等
○ 成年被後見人等であって、医療・介護等を受けるに当たり意思を決定
することが困難な人が、円滑に必要な医療・介護等を受けられるように
するための支援の在り方と、その中における成年後見人等の事務の範囲
について、具体的な検討を進め、必要な措置が講じられる必要がある。

３成年後見制度利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
（６）成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人へ
の支援等の検討
③今後の方向性
○ 今後、政府においては、このような考え方を基本として、
・人生の最終段階における医療に係る意思確認の方法や医療内容の決定
手続きを示した「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容や、
・人生の最終段階における医療や療養について患者・家族と医療従事者
があらかじめ話し合う自発的なプロセス（アドバンス・ケア・プランニ
ング）の考え方

も参考に、医療や福祉関係者等の合意を得ながら、医療・介護等の現場に
おいて関係者が対応を行う際に参考となるような考え方を指針の作成等を
通じて社会に提示し、成年後見人等の具体的な役割等が明らかになってい
くよう、できる限り速やかに検討を進めるべきである。

○「成年後見制度利用促進推進基本計画」（平成29年３月）

医療の現場における「身元保証・身元引受等」の役割や成年後見制度について、
実態把握をする必要性。

➢少子高齢化の進展により、人口減少社会に突入しており、単身
世帯の増加、親族の減少、近隣関係の希薄化がみられる。
➢一人暮らしの高齢者等を対象とした、身元保証や日常生活支援、
死後事務等に関するサービスを提供する新しい事業形態（以下
「身元保証等高齢者サポート事業」という。）が生まれている。

➢身元保証等高齢者サポート事業については、指導監督に当たる
行政機関が必ずしも明確ではなく、実際に、身元保証等高齢者
サポート事業に係る事業者の経営破綻により、サービスの提供
が受けられず、預託金も返還されないという事態が生じている。

➢今後、認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中、成年
後見制度の利用の必要性が高まっていくと考えられる。
➢しかしながら、現在の成年後見制度の利用状況をみると、成年後見制度の利
用者数は近年、増加傾向にあるものの、その利用者数は認知症高齢者等の数
と比較して著しく少ない。
➢成年後見制度の利用者が利用のメリットを実感できていないケースも多いと
指摘がなされている。
➢近年、医療や救急等の現場において、認知症高齢者、知的障害者その他医療
・介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な人に、必要な対応が
なされていないケースも生じているとの指摘がある。
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身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援
に関するガイドラインについて＜概要＞
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身寄りがない人：身寄りがない人に加えて、
例えば次のような人を想定

① 家族や親類へ連絡がつかない状況にある人
② 家族の支援が得られない人

ガ イ ド ラ イ ン の 支 援 の 対 象 者

① 緊急の連絡先に関すること

② 入院計画書に関すること

③ 入院中に必要な物品の準備に関すること

④ 入院費等に関すること

⑤ 退院支援に関すること

⑥ （死亡時の）遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること

医療機関が「身元保証・身元引受等」に求めている機能・役割

身 寄 り が な い 人 へ の 対 応

次の（１）～（３）に分けて具体的な対応を明示。どの場合で
も、本人の意思を確認・尊重しながら支援を行うことが原則

(1) 判断能力が十分な場合

(2) 判断能力が不十分で、成年後見制度を利用している場合

(3) 判断能力が不十分で、成年後見制度を利用していない場合 6

医療に係る意思決定が困難な場合に求められること

（１）医療・ケアチームや倫理委員会の活用

意思決定が求められる時点で本人の意思が確認できない場合、「人
生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライ
ン」（平成30年３月改訂厚生労働省）の考え方を踏まえ、関係者や医
療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要。また、医療機関におい
ては、身寄りがない人へのマニュアル作成、倫理委員会の設置などの
体制整備を行うことも有効。なお、直ちに救命措置を必要とするよう
な緊急の場合には柔軟な対応をする必要。
① 家族等 が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとって
の最善の方針をとることを基本とする。

② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかにつ
いて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針を
とることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じ
て、このプロセスを繰り返し行う。

③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人
にとっての最善の方針をとることを基本とする。

④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとす
る。

（２）成年後見人等に期待される具体的な役割

本人の意思決定が困難な場合において、成年後見人等が以下の役割
を果たすことで、円滑に必要な医療を受けられるようにしていくこと
が重要。医療機関はこのような関わりが可能か成年後見人等に相談。

① 契約の締結等

➢必要な受診機会の確保・医療費の支払い

② 身上保護（適切な医療サービスの確保）

➢本人の医療情報の整理

③ 本人意思の尊重

➢本人が意思決定しやすい場の設定

➢本人意思を推定するための情報提供等

➢退院後、利用可能なサービスについての情報提供

④ その他

➢親族への連絡・調整（親族の関与の引き出し）

➢緊急連絡先、入院中の必要な物品等の手配、遺体・遺品の引き取り

医療機関で勤務する職員の方々

ガ イ ド ラ イ ン の 読 み 手

※「身元保証・身元引受等」に対して医療行為の同意をする役割を期待
している事例もあるが、医療行為の同意については、本人の一身専属性
がきわめて強いものであり、「身元保証人・身元引受人等」の第三者に
同意の権限はないものと考えられる（具体的な対応については、右欄
「医療に係る意思決定が困難な場合に求められること」参照）。
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A 障害福祉サービ
ス等の提供に係る意
思決定支援ガイドラ
イン

B 認知症の人の日
常生活・社会生活に
おける意思決定支援
ガイドライン

C 人生の最終段階に
おける医療・ケアの決
定プロセスに関するガ
イドライン

D 身寄りがない人の
入院及び医療に係る
意思決定が困難な人
への支援に関するガイ
ドライン

（※身寄りがない場合の医
療機関等の対応等に係る
部分を除く）

E 意思決定支援を踏
まえた後見事務のガ
イドライン

主な共通点・
相違点等

１．策定
時期

平成２９年３月 平成３０年６月
平成１９年

（平成３０年３月改訂）
令和元年５月 令和２年１０月

２．誰の
（意思決
定）支援
か

障害者

認知症の人

（※認知症と診断された
場合に限らず、認知機
能の低下が疑われ、意
思決定能力が不十分な
人を含む。）

人生の最終段階
を迎えた人

医療に係る意思決定
が困難な人

成年被後見人等

３．ガイド
ラインの
趣旨（意
思決定支
援等の担
い手を含
む）

意思決定支援の定
義や意義、標準的な
プロセスや留意点を
取りまとめたガイドラ
インを作成し、事業
者や成年後見の担い
手を含めた関係者間
で共有することを通
じて、障害者の意思
を尊重した質の高い
サービスの提供に資
すること

認知症の人を支える
周囲の人において行
われる意思決定支
援の基本的考え方
（理念） や姿勢、方法、
配慮すべき事柄等を
整理して示し、これ
により、認知症の人
が、自らの意思に基
づいた日常生活・社
会生活を送れること
を目指すもの

人生の最終段階を迎
えた本人・家族等と医
師をはじめとする医
療・介護従事者が、最
善の医療・ケアを作り
上げるプロセスを示す
もの

本人の判断能力が不
十分な場合であっても
適切な医療を受けるこ
とができるよう、Ｃガイ
ドラインの考え方も踏
まえ、医療機関として
の対応を示すとともに、
医療に係る意思決定
の場面で、成年後見人
等に期待される具体的
な役割について整理す
るもの

成年後見人等が意思
決定支援を踏まえた
後見事務を適切に行
うことができるように、
また、中核機関や自
治体の職員等の執務
の参考となるよう、成
年後見人等に求めら
れている役割の具体
的なイメージ（通常行
うことが期待されるこ
と、行うことが望まし
いこと）を示すもの

各ガイドラインの
趣旨は様々であ
るが、いずれの
ガイドラインにお
いても、本人へ
の支援は、本人
の意思（自己決
定）の尊重に基
づいて行う旨が
基本的な考え方
として掲げられて
いる

意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について
令和２年１０月
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A 障害福祉サービ
ス等の提供に係る
意思決定支援ガイド
ライン

B 認知症の人の日常生活・社
会生活における意思決定支援
ガイドライン

C 人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドラ
イン

D 身寄りがない人
の入院及び医療に
係る意思決定が困
難な人への支援に
関するガイドライン

（※身寄りがない場合
の医療機関等の対応
等に係る部分を除く）

E 意思決定支援を
踏まえた後見事務の
ガイドライン

主な共通点・
相違点等

４．ガイ
ドライン
が対象
とする
主な場
面

①日常生活におけ
る場面

・食事、衣服の選択、
外出、排泄、整容、入
浴等の基本的生活習
慣に関する場面

②社会生活におけ
る場面

・自宅からグループ
ホームや入所施設、
一人暮らし等に住ま
いの場を移す等の場
面

①日常生活における場面

・例えば、食事・入浴・被服の好
み、外出、排せつ、整容などの
基本的生活習慣や、日常提供さ
れたプログラムへの参加を決め
る場合等

②社会生活における場面

・自宅からグループホームや施
設等に住まいの場を移動する場
合や、１人暮らしを選ぶか、どの
ようなケアサービスを選ぶか、
自己の財産を処分する等

人生の最終段階におけ
る医療・ケアの場面

・「 人生の最終段階」 には、
がん末期のように予後が
長くても２～３か月と予測
できる場合、慢性疾患の
急性増悪を繰り返して予
後不良に陥る場合、脳血
管疾患の後遺症や老衰な
ど数か月～数年で死を迎
える場合がある

・どのような状態が「人生
の最終段階」かは、本人
の状態を踏まえて、医療・
ケアチームの適切かつ妥
当な判断による

医療に係る意思決
定の場面

（※主に、本人の意
思決定が困難な場
合について記述）

本人にとって重大な
影響を与えるような
法律行為及びそれ
に付随した事実行為
の場面

・例：①施設入所契約
など本人の居所に関
する重要な決定、②
自宅や高額な資産の
売却等、法的に重要
な決定、③特定の親
族に対する贈与・経
済的援助など、直接
的には本人のためと
はいい難い支出をす
る場合等

Ａ・Ｂのガイド
ラインは主に
日常的な場
面を、Ｃ・Ｄの
ガイドライン
は、より非日
常的な場面
を対象とする
イメージ

５．意思
決定支
援等の
プロセ
ス等

可能な限り本人が
自ら意思決定できる
よう、以下の枠組み
で支援する。

①意思決定支援責任
者の配置

②意思決定支援会議
の開催

③意思決定の結果を
反映したサービス等
利用計画・個別支援
計画（意思決定支援
計画）の作成

④サービスの提供

⑤モニタリングと評
価・見直し

本人が、自らの意思に基づい
た日常生活・社会生活を送れ
ることを目指すために以下の
プロセスで支援する。

①人的・物的環境の整備（本人
と支援者との関係性や意思決
定支援の場所・時間等への配慮
等）

②意思形成支援（適切な情報、
認識、環境の下で意思が形成さ
れることへの支援）、意思表明
支援（意思を適切に表明・表出
することへの支援）、意思実現
支援（本人の意思を生活に反映
することへの支援）。各プロセス
で困難・疑問が生じた場合、
チーム会議も併用・活用

本人意思が確認できる場合、次の手順によるも
のとする。

①医療従事者からの適切な情報提供と説明

②本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた
十分な話し合い

③時間の経過や心身の状態の変化等に応じて本
人の意思は変化しうるため、家族等も含めて繰り
返し話し合うことが必要

本人が自らの価値観
や選好に基づく意思
決定ができるように
以下の活動を行う。

①支援チームの編成、
本人への趣旨説明と
ミーティングの準備等

②本人を交えたミー
ティングの開催

③本人の意思決定に
沿った支援を展開

各ガイドライ
ンにおける意
思決定支援
の要素・プロ
セスは様々
であるが、本
人が意思決
定の主体で
あり、支援を
行う前提とし
ての環境整
備、チーム支
援、適切な情
報提供等の
要素は共通
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A 障害福祉サー
ビス等の提供に
係る意思決定支
援ガイドライン

B 認知症の人の日
常生活・社会生活に
おける意思決定支援
ガイドライン

C 人生の最終
段階における
医療・ケアの決
定プロセスに
関するガイドラ
イン

D 身寄りがない人の入
院及び医療に係る意思
決定が困難な人への支
援に関するガイドライン

（※身寄りがない場合の医
療機関等の対応等に係る部
分を除く）

E 意思決定支援を踏ま
えた後見事務のガイド
ライン

主な共通点・相違点等

６．(代理)
代行決定
(※)につ
いて

※本人によ
る意思決定
が困難な場
合に、第三
者が本人に
代わって意
思決定を行
うこと

①本人の自己決
定や意思確認が
どうしても困難な
場合、本人をよく
知る関係者が集
まって、根拠を明
確にしながら本人
の意思・選好を推
定

②本人の意思推
定がどうしても困
難な場合、関係
者が協議し、本人
にとっての最善の
利益を判断

（※本人の意思決定能
力に欠ける場合の代
理代行決定はガイドラ
インの対象外）

（※なお、本人の意思
は、それが他者を害す
る場合や本人にとって
見過ごすことのできな
い重大な影響が生ず
る場合でない限り、尊
重される（「重大」か否
かは、明確な不利益
性・回復困難な重大
性・発生の蓋然性の観
点から判断））

本人意思が確認できない場合、次の手順
により、医療・ケアチームの中で慎重に判
断（いずれの場合も、本人にとって最善の
方針をとることを基本とする）

①家族等が本人意思を推定できる場合、
その推定意思を尊重

②家族等が本人意思を推定できない場合、
本人にとって何が最善であるか家族等と
十分話し合う

③家族等がいない場合及び家族等が判断
を医療・ケアチームに委ねる場合も、本人
にとっての最善の方針をとることを基本と
する

①意思決定支援を尽く
しても意思決定・意思確
認がどうしても困難な場
合、意思推定に基づく
代行決定を行う

②意思推定すら困難な
場合や、本人の表明意
思・推定意思を実現す
ると本人に見過ごすこと
ができない重大な影響
が生ずる場合等には、
本人にとっての最善の
利益に基づく代行決定
を行う

・Bのガイドラインでは、
「いわゆる代理代行決定
のルールを示すもので
はない」旨明記

・その他のガイドラインで
は、本人意思が確認で
きない場合等における、
本人意思を推定するプ
ロセスや、最終手段とし
て、本人にとっての最善
の利益の観点からなさ
れる代行決定等のプロ
セスについても記述

７．（意思
決定支援
等におけ
る）成年
後見人等
の役割・
関与の在
り方

①サービス提供
者とは別の第三
者として意見を述
べ、多様な視点か
らの意思決定支
援を進める

②意思決定支援
の結果と成年後
見人等が担う身
上配慮義務に基
づく方針が齟齬し
ないよう、意思決
定支援のプロセ
スに参加

意思決定支援に当た
り、本人の意思を踏
まえて、家族・親族、
福祉・医療・地域近隣
の関係者とともに
チームとなって日常
的に見守り、本人の
意思や状況を継続的
に把握し、必要な支
援を行う

（記述なし）

①契約の締結等（受
診機会の確保・医療
費の支払）
②身上保護（適切な
医療サービスの確
保）
③本人意思の尊重
（本人が意思決定し
やすい場の設定、
チームの一員として
意思決定の場に参加
等） など

（※成年後見人等の
権限には、いわゆる医
療同意権が含まれな

いことを明記）

①ミーティング主催者と
ともに、チームのメン
バー選定・開催方法等
も含めて、主体性を持っ
て関与

②本人が意思決定の主
体として実質的にミー
ティングに参加できるよ
う、本人のペースに合
わせた進行を主催者・
参加者に促す

・後見人等について、A・
Bのガイドラインでは主と
して他の関係者とともに
意思決定支援のプロセ
スに関与することが求め
られているのに対し、D
のガイドラインでは医療
等の場面で後見人等に
期待される役割・行為が
個別具体的に記載

・Eのガイドラインは、主
として後見人等向けに策
定されるものであり、意
思決定支援場面、代行
決定場面それぞれの関
わり方を詳細に記載


